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平成26年10月３日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第53号

宮崎県福祉総合センター管理規則の一部を改正する規則

宮崎県福祉総合センター管理規則（平成17年宮崎県規則第89号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（許可の基準）

第７条 知事は、当該申請者の利用が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、施設等の利用を許可しないものとする。

（１） ［略］

（２） 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

（３） ［略］

（利用の制限）

第９条 知事は、必要があると認めるときは、区域を定めて、施設

等の利用を制限することができる。

（指定管理者の指定の基準）

第12条 条例第10条の２第３項第４号の規則で定める基準は、次に

掲げる基準とする。

（１） センターを、県立母子・父子福祉センターと一体的に維持

管理すること。

（２） 交通安全指導を行う者及び児童福祉施設の設置及び運営に

関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第38条第１項に規定す

る児童の遊びを指導する者を配置すること。

（３） ［略］

別記

様式第１号（第５条関係）

［略］

（許可の基準）

第７条 知事は、当該申請者の利用が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、施設等の利用を許可しないものとする。

（１） ［略］

（２） センターの施設又は設備をき損するおそれがあると認めら

れるとき。

（３） ［略］

（利用の制限）

第９条 知事は、必要があると認めるときは、区域を定めて、セン

ターの施設又は設備の利用を制限することができる。

（指定管理者の指定の基準）

第12条 条例第10条の２第３項第４号の規則で定める基準は、次に

掲げる基準とする。

（１） センターを、県立母子福祉センターと一体的に維持管理す

ること。

（２） 交通安全指導を行う者及び児童福祉施設最低基準（昭和23

年厚生省令第63号）第38条第１項に規定する児童の遊びを指導

する者を配置すること。

（３） ［略］

別記

様式第１号（第５条関係）

［略］

［略］

□ ４階 演習室③（16名）□ 自転車の貸出

□ 講師控室及び研修準備室そ の 他

責任者名駐車台数□ マイク（ 本）

［略］

［略］

□ 講師控室及び研修準備室□ 自転車の貸出

責任者名駐車台数そ の 他

□ マイク（ 本）

［略］
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［略］

（裏）

［略］

台□ コーヒーカップ（ 個） 台□ コーヒーカップ（ 個）

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

［略］

□ ４階 演習室③（16名）□ 自転車の貸出

□ 講師控室及び研修準備室そ の 他

責任者名駐車許可台数□ マイク（ 本）

台

［略］

□ コーヒーカップ（ 個）

［略］

様式第２号（第６条関係）

（表）

［略］

［略］

□ 講師控室及び研修準備室□ 自転車の貸出

責任者名駐車許可台数そ の 他

台

□ マイク（ 本）

［略］

□ コーヒーカップ（ 個）

［略］

様式第２号（第６条関係）

（表）

［略］

［略］

（裏）

［略］
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